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新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の皆さまへ

　新型コロナウイルス感染拡大の影響で売り上げが減少するなど、影響を
受けている事業者の皆さまに対して、町が行う支援施策を再度ご紹介しま
す (R3.2.17 現在 )。なお、申請書等の必要書類は商工観光課にあるほか、
町ホームページからもダウンロードできます。

２．賃貸料・固定資産税相当額補助金 ( 商工業者向け)

要件
・町内に事業所がある。
・売り上げが前年と比べて、１カ月以上にわたり 20％以上減少している。
・製造業、卸売業、小売業、サービス業、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた業種

内容
　「賃貸料」または「固定資産税相当額」を助成 ( 上限 15 万円 )

※いずれも店舗・事務所の３カ月分
住宅等と併用している店舗・事務所の場合は、該当の面積部分で算定

必要書類

ア．交付申請書兼実績報告書　イ．町税等の滞納がない旨の申出書
ウ．交付請求書
エ．賃貸料の場合…賃貸契約書の写しと賃貸料領収書の写し ( 直近１カ月分 )

　　　固定資産税相当額の場合…令和２年度固定資産税課税明細書の写し
オ．令和３年または令和２年と前年の売り上げを確認できる書類の写し ( 持続化応援一時金と同様 )

１．持続化応援一時金 ( 国の持続化給付金の対象にならない方向け)

対象 　農業、漁業、製造業、飲食業、小売業など幅広い業種で、町内で事業収入 ( 売り上げ )
を得ている中小法人等 ( 医療法人・NPO 法人等を含む )・個人事業者

交付額 　以下の計算方法で得られる差額を交付額とする。
※ただし、中小法人等は 50 万円、個人事業者は 30 万円を上限とする。

計算方法
　( 前年の連続する３カ月の事業収入 ( 売り上げ ) 合計 ) － ( 本年の対象月を含む同連続
する３カ月の事業収入 ( 売り上げ ) 合計 )　※昨年創業した事業者について、算定の特例
あり

主な要件
・町内に事業所または住所等がある。
・令和２年・令和３年のうち任意のひと月において、前年同月比で事業収入(売り上げ)が20％

以上 50％未満減少した月がある。

必要書類

ア．交付申請書　イ．町税等の滞納がない旨の申出書　ウ．交付請求書
エ．令和３年または令和２年と前年の事業収入 ( 売り上げ ) を確認できる書類の写し ( 税

申告方法により違いあり )
　本年：下記①または売上台帳など
　前年：法人…下記②と③

　個人事業主 ( 青色申告者 )…下記④と⑤　個人事業主 ( 白色申告者 )…下記①と④
　個人事業主 ( 住民税申告者 )…下記①と⑥

①事業収入 ( 売り上げ ) 比較表 ( 町様式 )　②確定申告書別表一　③法人事業概況説明書
④確定申告書第一表　⑤所得税青色申告決算書　⑥住民税申告書

町

町

３．中小企業者経営安定化支援金と重複して受給できません。

事業者向けの支援施策でご不明な点があれば、商工観光課(電話：72-7315)にお気軽にお問い合わせください。

締め切りは
3月末です。
申請はお早めに！
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３．中小企業者経営安定化支援金 ( 商工業者・農林水産事業者向け)

要件

・町内に事業所または住所がある。
・事業収入 ( 売り上げ ) が前年と比べて、１カ月以上にわたり 15％以上減少している。
・国、県等が新型コロナウイルス感染症対策のため創設等した次の融資制度を利用している。

ア．セーフティネット保証４号および５号　イ．新型コロナウイルス感染症特別貸付
ウ．生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
エ．小規模事業者経営改善資金融資　オ．衛生環境激変対策特別貸付　カ．危機関連保証
キ．愛媛県新型コロナウイルス感染症対策資金　ク．農林漁業セーフティネット資金
ケ．農業経営基盤強化資金 ( スーパー L 資金 )　コ．経営体育成強化資金
サ．農業近代化資金　シ．農業経営負担軽減支援資金
ス．JA バンクえひめ新型コロナウイルス対策資金　セ．漁業近代化資金
ソ．災害緊急資金
タ．JF マリンバンクコロナ対策長期資金
チ．母貝養殖緊急対策資金
ツ．真珠共販仮払資金

内容 　融資額の 1/3( 上限 50 万円 ) を１回限り給付

必要書類

ア．交付申請書　イ．町税等の滞納がない旨の申出書　ウ．交付請求書
エ．対象の融資制度を利用していることが分かる書類 ( 借用証書の写しなど )
オ．令和３年または令和２年と前年の事業収入 ( 売り上げ ) を確認できる書類の写し ( 持続

化応援一時金と同様 )

町

１．持続化応援一時金と重複して受給できません。

４．新型コロナウイルス感染症感染防止用品補助金 ( 商工業者向け)
要件 ・町内に事業所がある。

内容
マスク、消毒剤等の購入費用の 1/2( １事業所当たり上限 5 千円 ) を１回限り助成
※愛南町商工会を通じてマスクを購入された方は、すでにこの助成制度を利用しています

ので対象外です。

必要書類 ア．交付申請書兼実績報告書　イ．町税等の滞納がない旨の申出書　ウ．交付請求書
エ．マスク、消毒剤等を購入した領収書の写し

町

愛南町
ホーム
ページ

愛南町
ホーム
ページ

新型コロナウイルス感染症対策　公的機関による個人および事業者向け支援施策

　新型コロナウイルス感染症対策として、国や県、町、社会福祉協
議会などの公的機関が行う支援施策を、個人向けと事業者向けに
分類して町ホームページに掲載していますのでぜひご覧ください。
　なお、すでに実施が終了している施策もありますのでご注意くだ
さい ( その場合は終了した旨を掲載しています )。また、支援施策
ごとに担当窓口(問い合わせ先)が異なりますので、当該ホームペー
ジでご確認ください。

個人向け 事業者向け


